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契約事務について

契約の方法、手続きなどについては、おおむね適

正な事務処理が認められたが、随意契約の場合、当

該契約締結伺いには、随意契約によることができる

理由を明記したものはほとんどなく 、かつ、担当課

の理由説明にも要領を得ない場合があった。

地方公共団体の締結する契約について、 随意契約

の方法による乙とができるのは地方自治法施行令第

167条第1項各号に掲げられた事由に該当する場合

に限られており、その該当事由の認定が的確でない

ときは、 契約締結そのも のの公正を疑われ予期せぬ

紛争を招来するおそれがない とは言えないので、例

えば「再度の入札に付し落札者がないとき、落札者

が契約を締結しないときJなどのように事実の認定

が容易なも のは別として、同令i乙定める事由に該当

するかどうかの事実認定については、担当課の責任

者の慎重な検討が必要であり 、決裁段階でチェック

するため随意契約締結の決裁文書には、同条同項の

第何号に該当する旨及びその具体的な理由を明記し

ておくこ とが適当である。
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な事務処理がなされていた。
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地方自治法第 199条第 3項の規程に基づき定期監査

を執行したので、その結果を次のとおり公表する。
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監査の対象

備品管理について

現品の管理状況は、おおむね良好と認められたが

備品台帳については、保管転換、使用責任者の交替

などによる異動事項の記帳整理が不正確であったの

で、 確実な記帳整理が行われるよう指導の徹底を期

されたい。

2. 

昭和何年4月2日

昭和49年4月12日

昭和49年 6月28日

昭和49年 7月9日

昭和49年9月17白

昭和49年10月22日

次のとおり
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監査の時期2. 

監査の結果3. 

課

1. 当課の昭和49年3月末日現在における組織、職員

の配置状況は次のとおりである。
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今回の監査は主として昭和48年度の事務事業を対象

として契約事務の処理状況、会計取扱い上のけん制事

務組織、行政財産の取得管理状況などに重点をおいて

実施したが、次に述べる事項を除いてはおおむね良好
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2. 公衆電話料金の取扱いについて

日本電信電話公社(以下「電電公社」という)の委

託により、市役所内に設置されている公衆電話(以下

「赤電話」という)の料金は、毎月所定日に会計課職

員立会いの上、料金箱を聞き現金の在高を確認し、庶

務担当職員名義の普通預金に預入し、 電電公社の請求

に基づき翌月の指定日までに公社に納入されており、

その取扱いは良好であった。しかしながら、利用者が

料金箱に投入することによって本市が徴収した赤電話

の利用料金は、法令にその保管の根拠がなく歳入歳出

外現金として取扱うことができないと解されているが

受託機器 (赤電話)の利用の対価として市が徴収した

料金であるので、係員個人名義の保管金とせず、本市

の収入金として歳入予算に、電電公社に支払うべき所

定料金は歳出予算にそれぞれ計上し、 歳入歳出予算を

経由して経理すべきである。

3. 市民の市政lζ対する要望、苦情その他の相談lζ関す

る事項を集中的lζ受付け、関係各課と連絡調整して処

理するため、その受付憲口として市民相談室が設けら

れているが、その事務処理状況は下表のとおりであ

る。
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館

l. 当館の昭和49年3月末日現在における職員の配置状況は次のとおりである。

民

職員の配置状況 昭 49.3.31現在

2. 当館の利用状況は次ページのとおりである。

..-. 
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1. 当課の昭和49年3月末日現在における組織、職員の配置状況は次のとお りである。

職 員 の

2. 土地開発基金について

公共的団体の行う公共事業の用に供するため、 基金

から普通財産に編入し、 当該団体に貸し付けられた土

地について、なお一方では基金に属する土地として取

扱われているものがあったが、土地開発基金運用要綱

によれば、基金に属する土地をその取得目的に従って

主管課に移管した場合、 その代金が基金に支払われな

A 
コ支 計 課

当課の昭和49年3月末日における組織、職員の配置状況は次のと おりである。

配 置 況状

いものは、 未繰戻金(未収金〉として取扱うこととさ

れている。すなわち基金としては、 土地を処分し未収

金債権として管理する趣旨と解され.このような取扱

いをすれば‘ 同一土地が財産台帳 (土地)と基金台帳

(土地〉 とに二重に登載されることはないので善処さ

れたい。
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職 員 の 配 置 状 j兄 昭 49.3.31現在
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L4I1 11ll i5J-|  

用:係[:lJトイト
福祉事務 所

1. 当事務所の昭和49年 3月末日現在における組織.職員の配置状況は次のとおりである。

職 員の配置状況 昭 4ω9.3.3訂1現在
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2. 生活保護費の支給事務について昭和48年度の状況を保護の種類別に示せば、下表のとおりである。
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、主知!被 保 護 | 生活扶助 | 住宅 扶助 | 教育扶 助Y¥ 別 _1

引ト|函円!金 額|吋 人員lム一石|世帯数!人員|金 額|世帯数!人員i金 額
| 円 世帯| 人| 円! 世帯| 人 向l 世帯

|41 th!1，742|44，262，0881 62511A90113，081， 6831 393 850 ，025，7531 163 321 337，750 

τ口日万五144，586.08gl624!工玩112，403.9841; 長ヲ言 1，104，65411 2174- 1 瓦記

τ円布石記 42，155.085i1 5日五112，300，502 m ，8601- 1，10'6，323，つ面三元 622，170

昭 |寸寸7寸|日可司[司 刊札引川山，74刈7刊叩山4位2

8 i 8341 1.7川7乃37， 4 3，5瓜，567日町6訂7，9821 6101 1， 48祁8311 2，531じ川川，8訓8引12， 3飢9卯O ~ 8部卸ω6臼621引 ，09ω91， 仰 1 6 3 3 3 2 ! 4 85， 863 

和 |庁-91弓可|戸7τ而:万1五}瓦元i五7 4山 3同 7τ可可:ユ瓦瓦扇L瓦而丙j示雨711什1， 8却8印93勾日!五 |1 ， 1 3 7 ， 535~13371 山 9

1101 8411， 765 47.057.1241 61811，5211 11， 956，7581 4001 905: 1， 052，611 1701 345 557.852 
48 I一一|一一 !一一一一一 '---1-一一二一

I 11 1 830 1.7261 46，298，0761 6121 1.498: 13，884.2161 4011 9161 ，049，35 168: 340 598，660 

12円五に727 73，331，2451ゴ;日両I 35， 032， 5631--;51- 9る 2，145， 542 ，ml~i 966，965 
年 |一一 一 一 ! 一 V"J，V¥JL， JVUI一一一1ー十 ム;一 一 i

J |1 J1!5 」df竺竺叫!空到~I 泊以川川山，51訓5引m…1叩8
度 1_2 1三斗I~ぞ9土f竺2ヨ!空町!1|4刊仏山川3，ω刊，0川0引15，口印川，77川7汁771引11斗J 空当!土1戸竺到!空当T1i1刊4，2印，♂♂2幻7川 9 ~1_4空目lJ 2空

9
1J

1，パ1悦6臼仏8ιωM川，376訂抗刊7而列6引 竺J?  
5547机4灯仏7，パ155

3; 8291 1， 7381 80.141， 677 625: 1. 5211 16，211， 7031 404' 927 i . 1 1 7 ， 35~ 1_ 1 6 8 _ 327_ 799.696 

計 11山 科 837i5仇 506，74117，42叩 ，98211665M61，771110，凶 13.079，586! 1， 制 札川 間 1，345

|川J幻837訂7同可日614刊払w仰川8払町M山.7川刈7刊m削0閃8平均瑚 UoJ11J，loJU' ï U ， I VU， U~J UI.::J: "i.:J.J'

1 

|伊z炉度 l也出竺到|目!日l壬竺日日1三f竺f空竺T空~I巳回凶竺日叫~I凶日附附6ιω印悶山，β♂川ι5臼悶乱川2引仇川1じ川.39山l ~竺日叫!三巳竺担止こ三f竺~l竺叶1竺~l~39，53 

/i; /月|吋 1 ， 州 4何札引5，口，543，449
1 叫 1， 吋 1日1，肌叫

叫 叫
1し，仇9引111 1801 叫 45仏いM山4位仰2引1 

年 平均 0::101，，0::101 't-l，-I'-h，I''t't::11 
u0't

I
，，-I::1ul "，uL"u'LI 'tu'l uU'1 "v-I't.::1"i 'uu uJUI 

---



(5) りおおむ市政だより昭和50年 4月15日
illllll"，11I1I11111II1II111II1I1II1II1I11I1日1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ぞれ下表 1-3のとおりとなっている。3. 身体障害者補装具交付状況.医療無料化による医療

費の支給状況及び母子福祉貸付金の貸付状況は.それ
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表 2 昭和 48年度医療費取扱状況

cb ;;3;: _ I 受 給 |左の う ち |前年度末現在 i4 8年 度 末 i48年 度 中 |
| 申請書~ -M7 =';r-~ g ~ ~ ~ I i(iZ:~~~~ I ~~A~%-=';r-~ I ~ -'-t-~::x..;r; 区 分 ! |資格者証 !資格 喪失 !受給資格者証 !受給資格者証 !医療費 |
|受付 件数 |交付 件数 ;件 数 [交付件数 |交付 件数 |支給額 |

1.乳 幼 児等医療費(市 2，125件 2，265件 332件 3，647何 3.373件I 63.895，243円|

i ァ 乳幼児1，484 1， 484 I 25o I 800 2，034 i 18.529，621 

1 イ 高 齢 者 o 48 1 63 1- -2.204 82 寸 ;日正面
| ゥ 母 子 93 9 4 79 266 4，472，667 

エ 原爆被爆者 59 59 i 2 36 93 1， 277， 905 

オ心身障害者 489 483 )3 428 898 36.420.288 

2.ねたきり老人医療費(市) 23 23 5 I 0 18 363，250 

3.老人医療費(国) 2，949 2，805 337 1 0 2.461 111.565.057 

注乳幼児医療費 (市〉のうち、イ 高齢者の欄で前年度

末現在受給資格者証交付件数 2，204件が48年度末では 行 した乙とによるものである。

か ら実施されたことに伴い国の老人医療費のほう に移

82件 と減少しているのは国の老人医療対策が48年1月

表 3 母子(寡婦〉福祉資金貸付状況

区 考
昭 和 48年 度 昭 和 47年度 ; 昭 和 46年 度

分件 数金 云 一 件数金 額 l件 云ー金 額

事業融 資金 ! 件 目 竺 円 3件 400， 000円!

I 事業継続資金 4 900.00o ，630，00o 4 ， 750.000 

[ 住 宅 資 金 二三 1じ.0刈訓川川O∞m肌附川川O∞瓜川川川0札M叩山.0川刷0∞000∞o 7 一一一「一寸1.55日川〔

就職支度資金 42却0.0∞0∞o 2 6印0，0∞0∞0 

[1日全一二三 M o二三_1一 一7百 |二 i一一二三二 一一i
|修学 資金 57I 2.652.000 57 I ，903.00o 1 60 I .611.00o 

i修 業 資 金 3 i 08・000-4-1 144， 000 4 i 132. 000 

! 就学支度資金 11 1 250.00o 9 i 35.00o J 6 ! 100.000 1h資 金 一 - - --- ---二世| | 
計 86 5.180.000 91 I 5.672，000 87 4.513.000 

清和園(養護老 人 ホ ー ム〉

1. 当園は、旧来の園舎(池田郷)が老朽化し、設備 も

狭溢だったため、久原郷に新築し昭和48年10月移転し

たもので、園長以下 6人の職員が配置 され、その入園

状況は次のとおりである。

大村市立清和園入国状況

区 分 男 ! 女 | 計 i 備 考

48年:3月末現在 10人 18人 28人

入 間一一一γ:一一91-γd-1

退所 4 i 6 i 10 

1 49年3月末現在 15 21; 36 i定員50人t

48年10月25日に久原郷1345番地の 3へ移転

各保育所

1. 入所児童の扶養義務者の負担する措置費は、その納

入の便宜を考慮 し、 主任保母を分任出納員に任命し、

当該年度 の措置費負担金の収納事務を処理させてい

る。納入期限を経過 した未納措置費負担金については

福祉事務所において督促状を発し、また主任保母か ら

も児童の扶養義務者lζ対 して納入の督促をさせている

ヵ:‘48年度末では 152千円の収入未済となっ ている。

納入期隈後一定期聞を経過した未納措置費負担金の納

入督励事務は直接福祉事務所において行う などその取

扱いについて再検討されたい。

2. 各保育所の入所児童状況は次のとおりである。

保育所入所児童状況 (昭和48年度末現在)

;長最下互22d3 歳児 1 0l:~ 1 計 | 


